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経理課契約係 H28.11.10

名 称 ：

所在地：

代表者：

工事契約・随意契約（相手方指定）

契約審査委員会資料

業者選定理由書

件　　名

選 定 業 者
（案）

大日本土木株式会社　東京支店

支店長　仁木　勇

東京都新宿区六丁目１６番６号

特 命 理 由

そ の 他
特記事項

第五中学校付近永久水利施設整備工事

　本件は、第五中学校東側に位置する隅田川防潮堤に、永久水利施設に伴う消火

用取水管等を設置する工事である。

　主管課からは、契約締結請求にあたり、部の機種・業者選定委員会の了承を

得たうえで、上記業者を契約相手方に指定したい旨の依頼があった。

　

　経理課として検討したところ、

①　上記業者は、本件の工事区域において、東京都江東治水事務所が発注した

　隅田川(尾竹橋下流)防潮堤耐震補強工事(その２)(以下、「防潮堤耐震工事」

　という。)及び東京都第六建設事務所が発注した隅田川河川水活用施設整備

　工事(永久水利整備に伴う階段設置及び防潮堤削孔工事)(以下、「階段等工事」

　という。)を現在受注・施工している。

②　本工事では、階段等工事での防潮堤削孔後、治水安全上、速やかに取水管

　を設置して削孔箇所を閉塞することが必要不可欠であるため、階段等工事と

　の綿密な工程調整・施工管理が必要となるが、仮に上記業者以外が本工事を

　受注した場合、階段等工事との工程調整を図りつつ、迅速に取水管を設置す

　ること、及び限られた工期期間内で本工事を施行することが困難となり、さ

　らに防潮堤耐震工事及び階段等工事と本工事との工事責任の所在が不明確に

　なる恐れがある。

　　そのため、防潮堤耐震工事及び階段等工事を受注している上記業者を本工

　事の契約相手方とすることで、本工事との一体的な施工を可能とし、安全の

　確保や工期の短縮、経費の節減に加え、地域住民や関係機関との協議も円滑

　に進めることができる。

③　また上記業者が設置した工事用仮設道路を使用することで、新たな搬入路

　の確保が不要となるほか、過去の東京都発注の堤防工事においても、良好な

　施行実績を有している。

　以上のことから、上記業者を相手方に指定した随意契約を締結する。

・地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号（性質又は目的が競争入札に適
さないもの）


